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下記のような状況でも大丈夫です。 

住所不定である。 

一時的な住所しかない。 

定住所がない。 

 

学校に入学できます！ 
 

 

 
 

     親の責任は、 

• あなたの子供が定期的に学校に出席する事と宿題や
プロジェクトが期限通りに完了する事を確認するこ

と。 

• 父兄・教師懇談会、Back –to-School Nights（クラス内容の紹介）

や他の学校関係の活動に参加すること。 

• 学校の規律、規定、活動について絶えず知っていること。 

• 学校の諮問・議決活動に参加すること。

もし下記の場所に住んでいれば McKinney-Vento Act  

連邦法とカリフォルニア州法により学校への入学が保障されています。 

 
• 避難場所（家族、家庭内暴力、青年避難所、一時的住居など）で住んでる。 

• モーテル、ホテル、ウィークリーなどの住宅で住んでる。 

• 経済的困難または損失が原因で二家族以上が家またはアパートで同居している。 

• 廃墟、車、キャンプグラウンド、路上などで住んでる。 

• 一時的擁護施設に住んでるか親又は保護者でない大人と一緒に住んでる。 

• 低水準住宅（電気、水、暖房がない）で住んでる。 

• 家出をし同伴者がいないので友人や親戚と住んでいる。 

 

これらの条件下で住んでいる場合は入学もしくは学校に出席する為に 

下記の提出物を出す必要はない。 

 

• 在住証明 

• 予防接種記録や結核皮膚テスト（Tuberculosis skin-test）結果 

• 学校記録  

• 法的保護者に関しての書類 
 

    あなたは、 
 

● あなたに適格な全学校活動とプログラムに全面的に参加してよい。 

● 所属学校区域から引っ越した場合でも引越し前に行っていた学校に通い続けてもよい。 

● 現住居から元の学校までの交通手段を得れる。 

● 自動的に児童栄養プログラム（無料、減価格ランチ、学校区食事プログラム）に入れるような資格を与えられる。 

● 入学手続きに関して口論になった場合は学校区のリエゾン（Liaison）に連絡できる。 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 


